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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

理
事
会
の
改
革
に
関
す
る
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
改
正
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
三

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
十
年
）
に
発
生
し
た
世
界
的
な
金
融
・
経
済
危
機
、
新
興
国
及
び
途
上
国
の
台
頭
等
の
世
界
経
済
情

勢
の
変
動
の
中
、
国
際
通
貨
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
理
事
会
、
一
連
の
金
融
・
世
界
経
済
に
関
す
る
二
十
箇
国
・

地
域
（
以
下
「
Ｇ

」
と
い
う
。
）
会
合
等
に
お
い
て
、
基
金
が
よ
り
有
効
に
機
能
す
る
た
め
の
改
革
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ

20

れ
て
き
た
。

こ
の
結
果
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
十
二
年
）
十
月
二
十
三
日
の
Ｇ

財
務
大
臣
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
に
お
い
て
、
Ｇ

20

20

各
国
は
、
出
資
合
計
額
を
倍
増
す
る
こ
と
及
び
世
界
経
済
に
お
け
る
加
盟
国
の
相
対
的
地
位
の
変
化
を
出
資
割
合
に
一
層
適
切

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
ク
ォ
ー
タ
改
革
並
び
に
理
事
会
の
改
革
に
関
す
る
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
改
正
を
含
む
ガ

バ
ナ
ン
ス
改
革
に
つ
い
て
合
意
に
至
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
同
年
十
二
月
十
五
日
、
基
金
に
お
い
て
、
ク
ォ
ー
タ
改
革
及
び
ガ

バ
ナ
ン
ス
改
革
を
柱
と
す
る
総
務
会
決
議
が
採
択
さ
れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
一
環
と
し
て
協
定
の
改
正
が
承
認
さ
れ
た
。
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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一
、
理
事
会
を
構
成
す
る
二
十
人
の
理
事
全
員
を
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
す
る
こ
と
に
改
め
る
と
と
も
に
、
現
在
、
出
資
額
の
上

位
五
箇
国
（
我
が
国
を
含
む
。
）
に
認
め
ら
れ
て
い
る
無
投
票
に
よ
る
理
事
の
任
命
を
廃
止
す
る
。

二
、
理
事
の
選
挙
に
つ
い
て
、
総
務
会
が
定
め
る
規
則
に
よ
り
統
一
し
て
規
定
す
る
。

三
、
こ
の
改
正
は
、
総
投
票
権
数
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
有
す
る
五
分
の
三
の
加
盟
国
が
受
諾
し
、
そ
の
事
実
を
基
金
が
全

て
の
加
盟
国
に
宛
て
た
公
式
の
通
報
に
よ
っ
て
確
認
し
た
日
に
、
全
て
の
加
盟
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。


